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所得要イ 牛の半l 」定には、課税所得等をも とに以下のとおり算出した 

① 保護者ごとの所得要件の判定額は次のとおり算出します。 

【判定額】=【(市町村民税の)課税標準の額※】×0。06 -【市町 

※ 課税証明吾に調整控除の額の記載がない場合があります。(P504を参照) 

※ 政令指定都市で市民税を課税されている場合は、調整控除の額に4分の3 

② 保護者が2人いる場合は、2大分の判定額を合算します。 

③ 合算した判定額に応じて、下記の所得基準に当てはまるか確言 

1※課税証明書での確認か去((市町村民税の)課税標準の額 

※審査には市町村民税の令和2年度 課税分の課税標準及び調整控除の額 を用います。 ※市町村により、証明書の名称や様 
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所得要件の判定に用いる所得 基 準は以下のとおりです。(上語で算出した判定額を用います。) 
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以下のA又はBの要件を満たした場合、家計急変世帯として補助を受給できます。

※家計急変世帯の補助額は、最大297,000円となります(年額制の場合) 。

補助金申請後に家計急変世帯の要件に当てはまることとなった場合や、家計急変世帯の要件

を満たさなくなった場合には、お通いの学校に早急にご連絡ください。

補助金の申請には以下の書類を提出してください。

※ 申請書類は、学校からの案内に従い、指定された窓口に提出してください。

※ 個人番号を利用して取得した個人情報については、本事業の実施にのみ利用し、保管にあ

たっては適切な処置を講じます。
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高等学校等就学支援金

内 容:高等学校等の授業料への補助金

補助対象:年収約910万円未満の世帯

申請時期: 4へ5月頃

奨学のための給付金

内 容:授業料以外の教育費(教科書代等)の支援

補助対象:道府県民税・市町村民税所得割が非課税の世帯又は生活保護受給世帯

申請時期:了月頃

被災児童生徒授業料等減免事業補助金

内 容:東日本大震災等の大規模災害に被災した生徒の授業料等への補助金

申請時期: 9月頃

※ 申請時期は例年の目安であり、今年度の申請時期と異なる場合があります。申請は原則在

籍する学校を通じて行いますので、学校からの案内に従い、申請してください。

※ 各事業による補助を受給するためには、個別に申請する必要があります。

※ 当課の実施する事業のほかにも、他の都道府県、市区町村等が実施する補助を受けること

ができる場合があります。詳細については、各都道府県喜市区町村にお問い合わせくださ

い。

の他よくあ捕し舗せは へ漢埼玉県:授中里
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